
議案第４ ５号

ひた ちな か’市ｍ定介護予防支援等の事業に 「３１１ する 条Ｍ の一部を 改ｉＥ

する 条例制定につ いて

ひた ちな か市 指定 介護 予防 支援 等の 事業 に関 する 条例 の一 部を 改‾をす る条 例を ５３ １」

紙の とお り一制定する。

平成 ３０ 年　 ３Ｊｊ　 ２日　 提・ｍ

平成　　 年　　 天１　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 本　 間　 ｀源　基

１



ひた ちな か市条例 第　　号

ひた ちな か市指定介護 予防支援 等の 事業 に関 する 条Ｍ の一 部を 改ｉＥ

する 条例

ひた ちな か市 指定 介護 予防 支援 等の 事業 に関 する 条Ｍ （平 成２ ６年 条例 第３ ３号）

の一部を次の よう に改 ｊＥ する。

第４ 条第 ４項 中（ をい う。 ）」 の次 に「 ，障 害者 の日 常生 垢攷び社 会生 ほを 総合的

に支 援す るた めの 法律 （平 成１ ７年 法律 第１ ２３ 号） 第５ １条 の１ ７第 １項 第１倚

に規定す る指 定特 定相 談支援事業者」を加え る。

付　則

この 条例 は， 平成 ３０ 年４ Ｊ１ １日 から 施行する。

２－



参考資料

（基本方針）

第４条

２・３

略
賂

旧

ひたちなか市指定介護予防支援等の事業に関する条例新｜日対照表

（基本方針）

第４ 条　略

２・ ３　略

４　 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の事業 をミ営す るに 燮，たっ

ては。市 回丁村（特Ｓ ＩＪ Ｋを含む。） ，法第１ １５ 条の ４６ 第１ 項に規定する ｊｉ

域を１括支援セン ター ，七人福祉ま ［｜］Ｕ口３ ８年ま律第１ ３３ そ） 第２ ０条の

７の ２第 １項に規定するき人介護支援セ ンタ ー， 法第 ４６ 条第 １項に規定す

る指定Ｗｔ介護支援事業者，他の指定介護予防支援事業者，介護保険施ａ

（法第８ 条第 ２５ 項に規定する 介護Ｓ険施設をい う。 ）， 住Ｒによ る自 ９的
１

なき動に よる サー ビス その他の遨域における様々 なな組を行う 者等 との連携

に努 めな ければな らな い。

Ｌ５ぬ
｜

新

４　 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の事業を兼営す るに 当，たっ

ては ，市 ｌｌＩ‾χ村 ・（ Ｍ＝ ９ｊ ［Ｘ を含 む。 ］， ま第 １１ ５条 の４ ６第 １項 に規定す るｊ１１

減包括支援セ ンタ ー， き人福祉法（昭和 ３８ 年法律第 １３ ３号）第 ２０ 条の

７の ２第 １項に規定するき人介護支援センタ ー， ま第４６ 条第４項に規定す
ｊ

る指定ｇｔ介護支援事業者，他の指定介護予防支援事業者，介護保険施鼈

（法第８ 条第 ２５ 項に規定する介護保険施設をい う。 ）， 障害者の 日常生ｇ

‾反び社会生ｇを総合的に支援するための法律（平成 １７ 年法律第 １２ ３号）
一一

第５ １条の１ ７第 ＩＪ五回第１ 号に規定する指定特定相談支援事業者， 住民によ

る自 Ｒ的な活動に よる サー ビス その他の加減にお ける 様が な取組を行う 者等

との連携に努めなければな らない。

５　略

備考




